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消費税等仕入控除税額確認書

銚子市こども食堂支援補助金の交付申請に当たり、補助対象経費に係る消費税額及び地方消費税額については、以下のとおりです。

　□　消費税等仕入控除税額に相当する額を減額して補助金の交付を申請します。
　□　消費税等仕入控除税額が未確定のため消費税額を含んで申請しますが、消費税等仕入控除税額が確定し次第、消費税等仕入控除税額報告書を提出し、消費税等仕入控除税額に相当する額を返還します。
　□　次の事由により、消費税法の規定による仕入れに係る消費税額の控除を行いませんので、消費税額及び地方消費税額を含めて補助金の交付を申請します。
　　□　⑴　消費税の申告義務がないため
　　□　⑵　簡易課税方式により申告するため
　　□　⑶　公益法人等であり、特定収入割合が５％を超えるため
　　□　⑷　補助金の使途が非課税仕入に該当するため
　　□　⑸　仕入控除額の計算を個別対応方式により行い、かつ、補助金の使途がすべて「非課税売上のみに要するもの」として申告するため
　　□　⑹　⑴から⑸までに該当しないが、補助対象経費に係る消費税額及び地方消費税額については、控除対象仕入税額に含めません。

　　なお、当該補助事業に係る消費税の全部または一部について、控除を受けることまたは受けたことが発覚した場合は、速やかに報告し、消費税に係る補助相当額を返還します。また、市長から消費税に係る報告を求められた場合は、速やかに報告します。
